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給 与 規 程


第１章　総　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、再雇用社員就業規則第35条に基づき、再雇用社員に対する賃金および賞与の支給に関する事項について定めたものである。

（賃金の支給・賃金体系）
第２条　　再雇用社員の賃金は、この章に定めるところによって支給する。
②　賃金体系は次のとおりである。
	        




             　賃   金
	








基準外賃金

	      

役手当
作業手当
特別資格手当

早出・残業手当








（賃金計算期間）
第３条　　賃金計算期間は、次の各号のとおりとする。
1.　基準賃金は、前月16日から当月15日までとする。
2.　基準外賃金は、前月 1日から月末までとする。

（賃金の支払い）
第４条　　賃金は、毎月25日にその賃金計算期間について通貨で全額を本人に支払う。
②　前項にかかわらず、25日が休日の場合は24日に支払う。また連休になる場合は連休となる前日に支払う。

（非常時払い）
第５条　　本人または本人の収入によって生計を維持する者が、次の各号の一つに該当するときは、本人の請求により前条の支払期日前であっても、既往の勤務に対する賃金の範囲で支払う。
1.　出産、疾病または不慮の災害のとき
2.　婚礼または葬儀のとき
3.　その他前各号に準ずると認められたとき

（賃金からの控除）
第６条　　法令により別段の定めのある場合、もしくはただし書後段に定める協定をしたものについては、賃金より控除して支払う。

（平均賃金）
第７条　　平均賃金とは、法令に定めるところによって算出されたものをいう。


第２章　基準賃金

（基準賃金）
第８条　　基準賃金は、賃金計算期間の末日（中途における日）における次の各号の合計額とする。
1.　基本給
2.　役手当
3.　作業手当
4.　特別資格手当

（基準賃金の支給）
第９条　　基準賃金は、月額として１賃金計算期間について支給する。
②　前項の規定に係わらず、賃金計算期間中に次の各号の一に該当したときは、それにより勤務しなかった日数１日について、基準賃金日額相当額を減額する。
1.　再雇用社員として採用されたとき
2.　退職し、または解雇されたとき
3.　再雇用社員就業規則第８条第１号、第２号及び第３号によって休職したとき
4.　再雇用社員就業規則第17条第１項ただし書により欠勤したとき。ただし、裁判員、裁判員候補者及び検察審査員に就任し、公の職務を執行するときを除く
5.　再雇用社員就業規則第23条によって休業を命じられたとき
6.　再雇用社員就業規則第25条および第43条第３号，もしくは第38条によって勤務を禁止されたとき
7. 　子の看護等休暇または介護休暇を取得したとき
8.　産前産後休暇を取得したとき
9.　育児休業または介護休業を取得したとき
10.　会社の許可を得ないで欠勤したとき
11.　業務上災害、または通勤災害に起因する負傷または疾病により欠勤したとき
③　前項の計算は、次の算式による。
　　　　　　　　
基準賃金 － 基準賃金 ÷ ａ × ｂ
ａ　‥‥  賃金計算期間の総日数から休日を除いた日数
ｂ　‥‥  前項により勤務を欠いた日数
　　　
④　前項の規定にかかわらず､採用､業務災害､通勤災害､退職､解雇、産前産後休暇、育児休業及び介護休業の日割計算を行うときは、次の算式による。
      　　　　　
基準賃金 － 基準賃金 ÷ ｃ × ｄ
ｃ　‥‥　当月の暦日数
ｄ　‥‥　当月の非在籍日数
      
⑤  第１項の規定にかかわらず、賃金計算期間中に再雇用社員就業規則第17条ただし書き第３号（裁判員、裁判員候補者及び検察審査員に就任し、公の職務を執行するときを除く）、５号、６号、７号により遅刻、早退、離業したときはそれにより勤務しなかった時間1分について基準賃金の1分相当を減額する。ただし、再雇用社員就業規則第17条ただし書き第９号による遅刻、早退、離業で会社が事前に認めたものについては、この限りでない。
⑥  前項の計算は、次の式による。
  　            
基準賃金 － 基準賃金 ÷ ｅ × ｆ
ｅ　‥‥　所定時間数（常昼勤務者：157.25、交替勤務者：157.00）
ｆ　‥‥　前項により勤務を欠いた時間数

（）
第10条　　基本給は、次表により支給する。
	区分
	年金受給者
	年金未受給者

	金　　額
	180,000円
	240,000円



（役手当）
第11条　　役手当は、それぞれの役職者について次の各号により支給する（月の途中で任命又は解任されたときは、その月の手当は支給する）。なお、兼務の場合は上位の役手当を支給する。
1.　課長代理（室長代理）　120,000 円
2.　係　　長　　　　　　　100,000 円
3.　Ｇ　　Ｌ　　　　　　　 85,000 円
4.　班　　長　　　　　　　 70,000 円
5.　班長代理　　　　　　　 50,000 円
②　職務遂行上、特に会社が必要とする資格・技能に対して、次の手当を支給する。
1.　職務責任手当

（作業手当）
第12条　　作業手当は1,500円とする。ただし、満たない場合は支給しない。
②　前項の適用については、交替勤務区分の者に限り支給する。

（特別資格手当）
第13条　　特別資格手当は、資格免許取得規程に定める努力賞区分の第1種に該当する資格免許取得者の内、関係役所への届出者及び責任者に対して月額2,000円を支給する。
②　前項に規定に係わらず、会社が必要と認めた資格免許については、その都度決定する。


第３章　基準外賃金

（早出・残業手当）
第14条　　就業時間外に勤務したときは、１時間について次の算式による金額を支給する。

時間単価 × 1.27  （円未満の端数は切上げる）

②　前項にかかわらず時間外勤務が１か月60時間を超えたときは、60時間を超えた１時間について次の算式による金額を支給する。

時間単価 × 1.50  （円未満の端数は切上げる）

（深夜業手当）
第15条　　深夜（22時から翌 5時まで）に勤務したときは、１時間について次の算式による金額を支給する。

時間単価 × 0.28  （円未満の端数は切上げる）

（休日出勤手当）
第16条　　休日に勤務したときは、１時間について次の算式による金額を支給する。

時間単価 × 1.35  （円未満の端数は切上げる）

②　代休を与えたときは、所定労働時間分を限度として１時間につき時間単価額控除する。
③　年末年始の特別配慮として、12月30日から 1月 3日までの間の勤務について１日あたり10,000円を支給する。ただし、支給については次の各号の支給基準による。
1.　常昼勤務者が勤務したときは勤務時間によらず支給する
2.　交替勤務者が連勤をしたときは１勤務につき10,000円を支給する
3.　交替勤務者が半日年休を取得したとき及び欠員補充のため半日早出残業勤務をしたときは半額を支給する

（時間計算の方法）
第17条　　第14条から第16条における時間計算は、賃金計算期間中のそれぞれの総時間の１時間未満の端数について、30分未満は切り上げて30分とし、30分超は１時間として計算する。

（時間単価）
第18条　　第14条から第16条における時間単価は次の算式による。
	常昼勤務者
	基礎賃金 ÷ 157.25
	円未満の端数は切上げる

	交替勤務者
	基礎賃金 ÷ 157.00
	円未満の端数は切上げる


　　　②　前項の基礎賃金とは、賃金計算期間の末日（中途における退職または解雇の場合はその日）における次の各号の賃金項目の合計額とする。
1.　基本給
2.　役手当
3.　作業手当

（交替手当）
第19条  　交替手当は、交替勤務に従事した場合、次表により支給する。
	支  給  条  件
	金 額 ま た は 率
	摘          要

	月額一律
	3,900 円
	1. １か月の勤務日数が12日に
  満たない場合は支給しない

	日勤１回または
１勤１回について
      基本給比例
      一      律
２勤１回について
      基本給比例
      一      律
３勤１回について
      基本給比例
      一      律
	

  係数 0.0017
       110 円

  係数 0.0025
       220 円

  係数 0.0034
       330 円
	1. ４時間以上の勤務をもって
  １回とする。
2.  円未満の端数は切上げる。



（呼出手当）
第20条　　呼出しをうけて勤務したときは、１回について次の金額を支給する。
1.　 5時から22時までの間の呼出し１回について　　    1,700 円
2.　22時から 5時までの間の呼出し１回について　　　  3,400 円

（勤務変更手当）
第21条　　勤務変更手当は、次表により支給する。
	支  給  条  件
	金額または率
	摘          要

	  常昼勤務者が基準就業時間を変更して勤務した１日につき
	

　　800 円
	1.  通常の基準就業時間の始業 時刻が４時　間以上変更された場合を支給対象とする。
2.　交替職場と同一の３交替及びこれに準ずる勤務を編成する場合は、交替手当を準用　する。この場合は変則勤務申請書に基づき　都度決定する。

	  所定の勤務時間に出勤した者に勤務変更を命じて退場させたとき
	    1,700 円
	



（通勤手当）
第22条　　通勤手当は、会社への通勤手段に応じて次の各号により支給する。
1.　通勤距離が、会社の最寄り駅または停留所を起点として２㎞以上あり、公共機関を利用して通勤する者に対しては、通勤最短区間の通勤定期乗車券を交付する。ただし、定期券購入額の上限は 50,000円とする。
2.　前項以外のときは、通勤距離に応じて１か月につき次の算式により支給する。ただし、４０㎞を上限とする。
	乗 用 車
	（ガソリン価格×所定日数×２）÷燃費

	バイク等
	（ガソリン価格×所定日数×２）÷燃費×0.6


3.　前項にかかわらず、通勤距離が２㎞未満の場合もしくは１か月間出勤した日がないときは支給しない。（当月 1日現在により支給する）
4.　支給単価の決定基準は別に定める。


第４章　賞　　与

（賞　　与）
第23条　　賞与は、会社の業績ならびに経済情勢を勘案の上支給する。

（賞与の支給時期および対象期間）
第24条　　賞与の支給時期は、毎年 6月及び 12月の２回を例とする。
②　賞与の支給対象期間は、前年11月16日から当年 5月15日まで、及び 5月16日から11月15日までとする。

（賞与額の決定）
第25条　　賞与の支給額は、各人のその期間の成績その他を考慮して査定し決定する。


付　　則

第１条　　この規程は，2006年４月１日から施行する。

（一部改正の沿革）
　　　　　　2007年 3月16日
　　　　　　2009年 3月16日
　　　　　　2011年 3月16日
　　　　　　2013年 3月16日
　　　　　　2015年 3月16日
　　　　　　2017年 3月16日
　　　　　　2017年 7月 6日
　　　　　　2019年 3月16日
　　　　　　2023年 3月16日
　　　　　　2024年 3月16日
　　　　　　2025年 3月16日
　　　　　　2025年12月 1日
　　　　　　2026年 3月16日
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